
埼玉県公共基準点使用承認申請書（様式－１）

埼玉県公共基準点使用報告書（様式－３）

埼玉県公共基準点

使用条件（別紙１）

公共基準点の使用【第４条】

撤去再設の承認申請又は

協議する場合は省略可

公共基準点の保全

基準点管理者
１級基準点 ⇒道路環境課

２，３級基準点⇒各県土整備事務所

・公共基準点の使用者

・工事施行者

基準点の異常の有無が確認できる

測量資料を添付（別紙２～４）

検査の実施
（添付資料・点検測量の確認）

土地所有者等の行う工事は除く

埼玉県公共基準点（撤去再設）承認書（様式－７）

埼玉県公共基準点（撤去再設）請求書（様式－８）

測量成果の検定を受けた

測量成果品等を添付

埼玉県公共基準点使用承認書（様式－２）

効用に支障をきたすおそれのある工事等を施行する場合【第５～６条】

撤去再設をする場合（工事等による場合）【第７～９条】

撤去再設をする場合（土地所有者等の都合）【第７条】

埼玉県公共基準点付近での工事施行届出書（様式－４）

埼玉県公共基準点付近での工事完了報告書（様式－５）

埼玉県公共基準点（撤去再設）承認申請書（様式－６）

検査の実施
（添付資料・測量成果の確認）

公共測量の諸手続き

埼玉県公共基準点機能回復完了届（様式－９）

埼玉県公共基準点管理要綱の概略 （フロー図）


